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要 旨

筆者は,地 元住民に対す る県行造林の経済的効果を知るため,1965年 の冬に,岐 阜県の9箇 所の県

行造林について実態調査を行なった。その結果は次のとお りである。

(1)県 行造林は,作 業組織に組みこまれた極めて限られた地元住民に対してのみ雇用の場を与えて

いるにすぎない。

(2)従 って,県 行造林は極めて限 られた地元住民に対 してのみ労賃所得を与えているにすぎない。

(3)県 行造林の分収金(土 地所有者受取分)は,主 として地元公共費として使用されており,個 々

の住民に対 しては直接的には分配 されていない。

(4)部 落有林野の場合,県 行造林の形態をとる初発投資によって地元住民による自立的林業経営を

確立させることは,地 元公共費と地元(土 地所有者)に 有利な分収造林の存在および労働力との関連

で,む つか しい現状である。そのため,現 在の県行造林契約が将来満了するとき再度の県行造林契約

を希望する地元が多い。

(5)県 行造林の設定以後,県 行造林地以外の部落有林野は地元住民による直轄経営面積が減少して

いるが,こ れは県行造林による雇用労働形態の出現が義務労働形態を崩してきたため地元住民による

部落有林野の直轄経営が困難となったことによるところが大きいと推測される。

(6)地 元住民は,県 行造林による森林資産の増大によって部落有林野に対する権利者としての自覚

が強まり,そ のため部落は村落共同体的性格のものから近代的な土地所有者集団的性格のものへ次第

に変化してゆく傾向がみられる。

1ま え が き

わが国における県行造林の基本的性格について,塩 谷勉氏は 「明治末年から大正時代を通 じて林野

行政の中心をなした公有林野政策の一環であり,特 にその中心課題である部落有林野整理統一の側面



S38

1)

的援助と荒廃公有林野の造林促進ということにあった」と述べておられる。筆者も塩谷氏と大体同様

な見解をとるものであるが,こ のような政策意図を背景とする明治44年 の荒廃地復旧費補助に始まる

一連の県行造林助成策によって,明 治末期から大正の初期にかけて全国的に県行造林は成立して くる

のである。

岐阜県では,明 治42年 に初めて 「地上権設定県行造林」とよばれるものがみられ,以 後 「御大典記

念県行造林」,「2600年記念県行造林」が続き,戦 後は 「公有林緑化県行造林」とよばれるものがみら

れる。昭和40年12月1日 現在で岐阜県下の県行造林総面積は5,639haに もおよんでいる。

ところで,こ のように して成立してきた県行造林は,い わゆる分収造林の中でとくに公団造林およ

び公社造林とともに低開発地域の造林推進のための有力な手段として注目されているが,最 近,こ れ

ら分収造林間の機能の優劣が問題とされている。この機能の優劣を論ずるたさ6には,ま ずこれまでの

各分収造林の諸効果が確かめられ問題点が浮き彫 りにされなければならない。このような理由か ら,

この小論では県行造林の経済的効果をみようとするものである。

ここでは筆者が昭和40年 の冬に調査 した岐阜県下の9箇 所の県行造林の実態か ら,県 行造林の経済

的効果をとくに地元住民に対する経済的

意義を中心にしてみてゆ く。すなわち,

地元住民の雇用面,労 賃所得面,分 収金

とその使途面,地 元部落有林野の管理形

態面および地元部落機構面で県行造林が

及ぼした影響をみようとするものである。

なお,調 査対象県行造林の位置図と概況

は第1図 および第1表 のとおりである。

2地 元住 民 の雇 用面 お よび労

賃所 得 面 に及 ぼす県 行造 林

の影 響

調査対象県行造林地は,契 約前は全部

低質広葉樹林であったものが,契 約後は

それが数年間でスギを中心にヒノキ,カ

ラマツ,ア カマツ,ク ロマツが加わる人

工針葉樹林に変化してきている。ただし,

戦前 に契約したところでは植栽はしたが

戦時中の労働力不足による保育の不足で

成林せず戦後になって改植 したところも

ある。また山之口財産区の位山県行造林

のよ うに契約の古いものは既に主伐期に

入 っており,県 行造林地における林業生

産力は上昇してきたといえる。ではこの

ような生産力上昇を支えた労働力投下に

つながる雇用の面を地元住民との関連で

みてみよう。

戦前は,地 元住民がグループとして労

働す るのが県行造林設定の条件にほぼな
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第1表 岐 阜 県 調 査 対 象 県 行 造 林 の 概 況

騨一臨1繍 謙 字1一講1斜就 糠
噸 謙 化 雌 朧 川村西 忍平蔵沼臨1難 護4s62清 水儲1羅)有
一

・ 〃6.・ ・ 〃 〃 打 保ザズ畷 ・1〃46si森 下外齢 有

3〃15.・ ・レ 〃 〃 向 平訟11 .22〃4664井 畑雛 〃

・ 〃 ・一 〃 森 安 … 編 ・21〃466細 ・1村村 有
一__

樋 朧 ・・15綱 久・聯 道カナ艦 ・1〃646一 灘 有

・ 〃 ・6.94〃 〃 小 坊狐燐 。1〃6461}坂 ・碧ヱ門個人 有

・ 賀繍 定12・84綱 … 山之・位 蝋27〃55噌 報 財産区有
 

・ 鎗 螺 化56・Q・ 〃 〃 〃 鈴 ケ 螺 智, .6〃4666〃 〃
 

・ 驚 蟹 念39・8・轍 市 釜 聯 硫 、.1〃5563釜 戸腱 区 〃

(注)1.岐 阜県治 山課 の資料 よ り作製。

2.昭 和40年12月1日 現在 の概況であ る。

っていたが,戦 後はそれがなくなり,必 然就労者の範囲も広 くなり,地 元住民以外まで拡大 されてき

ている。

第2表 で,戦 後の県行造林の作業種類をみると,植 栽,保 育,伐 採および林道開設 ・補修等の作業

がみ られる。これ らの作業は,作 業班を組織 している個人業者の請負,区 ない しは部落の請負,森 林

組合の労務班の請負および県の直営等の作業形態をとっているが,昭 和40年12月1日 現在では,森 林

組合の労務班の請負形態が主なるものであり,県 の直営形態はみられない。このように戦後の過程で

はその作業形態に変化 もあるが,昭 和40年12月1日 現在の実動人員7～40名 の範囲の地元住民の県行

造林雇用量か ら地元住民の うち県行造林に雇用される住民の比率を推定すればそれは0～39.2%の 間

にある。 また,県 行造林の地元雇用労働者1名 当りの年間就労日数は,7～225日 の間で大きな巾が

ある。前者の比率と後者の日数とを各県行造林ごとに関連させてみると,全 ての県行造林について,

両者とも小であるか,ま たは一方が大でも他方が小であるといえるので,地 元住民の雇用面に及ぼす

県行造林の影響は概 して小さいといえる。もちろん,た とえば第3表 の山之口財産区位山県行造林の

場合にみるように,極 めて限 られた小数の地元労働者にとっては県行造林の及ぼす影響は大で,就 労

通年化へ大きな役割を果 しているところもある。

以上でみたように,戦 後においては,県 行造林は作業組織にくみ こまれた少数の地元労働者に雇用

の場を与えているにすぎず,し かも彼等の多 くは県行造林のみでは安定 した就労は実現できないので

ある。

次に,地 元住民の労賃所得に及ぼす県行造林の影響をみてみよう。

戦後における県行造林の総作業経費は第2表 でみるとお りであるが,こ の殆どが労賃である。とこ



第2表 戦 後 の 県 行 造 林 の 作 業 実 態 り
1き

謹 対象斯 造林の番号1i234156781・ 陣 考一 一
箋 藻 馨81888'88888}
の

種 伐 採100
類 道 林 開 設 ・補 修10000

縛 馨 鰍 鞭 鷲 左・同・ 黛 警鶉薯驚 左・同・ 蓉灘 左・剛 区の請負 管難雛形 伐 採負 負 負 負
態 林道開設 補 修ll

一

蹴_1製 圏1:9942232575,3183,223833,°172871:838258950411:一 隣灘一
作 鰍{灘 警

,。、 謂2246,000、 、36,7371,946,,3i8293,456,3831,961,、2911,194,,5322,257,,5616,,150

蠣 撃 曙::::浬磁∵i-、

難 繍 轍 回 ゜ ・ °,° ° ° ° ° 騰 線
1労 働者当年 間就労 ・蜘 ・日1・}1・}25138i2251159168・5

-}纏

麗 睾で斯 造林i39・ ・%・ ・96・gl12・40.83・611…11・.51・.4
1労 働者当輔 労簸 翻4

・55・円1・ ・55・[・ ・…116・25・i89・7・ ・i14・ ・25・1・3・35・i44,…9・75・ 〔

県行造林の実動労賭 数 賑 臨 麗1全 轟 完欝 左 と同 じ 賑 民 は1罐 全部地元飾 左 と同 じ 廓 地元劉 左 と同 じ 全蕨 野
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第3表 山之口財産区位山県行造林の労働者の年間就労状況

1繕 育濃 材笠産育業_材 窪産… 林土一 合 計一一 一 一  一 一 一一一 「_._1_

1延20日 延157日 延 一 日 延70日 延40日 延9日 延296日

位222161-76416306

山 弓322162-84419318

専415163-623822300

従512164-743911300

労614170-544226306

働711170-624318304

者814168-7546-303

91811711-16414512111309
_一 「一 一一一一一 一 一一一 一一1一一 一 罰 〒一 一一一 一 一一_

101251-1-1-1-1-II25

1iiIzsI‐1‐1‐1‐1‐IIzs

谷1226_____26

専1325 _____25

従141251 -1-1-1-1-II25

労151251
-1-1-1-1-II25働

者1625-一 一 一 一25

171231-1-1-1-1-II23 
計17名1338,;・ 「 ・162113751221…42

(注)1.岐 阜県萩原 山林事務所の資料によ る。

2.昭 和39年 度 の就労状況で ある。

ろで さきに県行造林の地元住民雇用量をみたが,地 元住民の労賃所得はこの雇用量に対応するもので

ある。地元雇用労働者1名 当りの年間就労 日数に岐阜県の戦後の平均賃金としての650円(1日 当)

をかけてみると,4,450～146,250円 の間の地元雇用労働者1名 当りの年間労賃所得が推定できる。こ

の場合 も,地 元住民のうち県行造林に雇用される住民の比率と地元雇用労働者1名 当りの年間労賃所

得額とを各県行造林 ごとに関連 させてみれば,雇 用の場と しての県行造林の機能のところで述べたこ

とがそのまま地元住民の労賃所得の面でもいえる。すなわち,県 行造林による地元住民の労賃所得は,

県行造林の作業組織にくみ こまれ年間約2QO日 以上就労す る地元労働者には重要な地位を占めている

が,そ れ以外の短期就労者と全 く就労 していない大多数の地元住民には,極 あて低い地位を占めるに

過ぎない。

3地 元住 民 と県行 造 林分 収金

との関係

調査対象の9県 行造林の契約年度か らわかるよ

うに,主 伐期に達 しているのは明治42年 契約の山

之口財産区位山県行造林のみである。ここでの主

間伐分収金は第4表 の上段でみるとおりである。

これによると,間 伐を1回 昭和25年 に行ない分収

金100万 円を得ているが,財 産区としてこの分収

金の全額を林道開設と橋梁工事に投入 した。これ

第4表 山之口および釜戸財産区の

県行造林分収金

＼

＼ 、主間伐別晶 集 頒 鱒 円
主 伐37z,izz,000

灘 臨 昼 〃382,581,613
行 造 林 〃393,559,751

間 伐251,000,000  一
瑞浪市釜戸財 主 伐28201,035
産 区県行造林 間 伐2740

,440
_一 一一噌

(注)山 之口および釜戸財産区の資料から作製
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第5表 山 之 口 財 産

年 歳 入
 

度 財 産 収 入 財 産 管 理 費

・畷 纏 購 林 縄 金 獣 臓 入 計 主 な ・項 ・

昭 和 年 役 員 報 酬19,100

賃 金18,900
3702・122,000640,851167・9922・930・863食 糧 費45

,393

1山 林協会費4,250

i、"讐 響lz,s° °16
,400138° 塒 岬 ∴ 櫛 欝1恥:;1;§ °°
43
00

役 員報 酬47,900

賃 金63,800

3903,559,7512,152,032285,8935,997,676林 道 関係 費750,000

林 道障 害 木 負 担 金130,000

県 有 林 負 担 金180,000

そ の他 事 業 負担 金315,000

(注)山 之 口財 産 区会 計 簿 よ り作 製

は,近 い将来に現出する主伐木の搬出を考慮 したためである。昭和37年 度か ら主伐が始まり分収金約

212万 円を得ている。続いて38年 度に約258万 円,39年 度に約356万 円を得ており,し ばらくの間は分

収金が得られる。これまでの分収金収入は山之口財産区の会計に吸収され,財 産区として諸部門に支

出している。その支出の内容を第5表 で概観 しよう。

これによると,個(ロ)の々住民に対する分収金の分配は行なわれず,年 度によって異るが主として中学

校建設費,水 路工事費,道 路及橋梁工事費,林 道事業費,消 防団助成費,祭 の寄付等に支 出されてい

る。

一方,第4表 の下段でみるように,釜 戸財産区県行造林では,昭 和27年 に間伐分収金が約4万 円み

られる。また,県 行造林地内に防災と農業用の多目的溜池が造成されたため水没区域の林木を昭和28

年に皆伐しその分収金約20万 円を得ている。何れも地区住民の公共費として使用された。

山之口財産区位山県行造林と釜戸財産区県行造林以外では,分 収金はまだみられない。

以上でみたように,県 行造林分収金は主として地元公共費として使われており,住 民には個別的,

直接的には分配 されていない。

なお,県 行造林からの現物給付については,昭 和29年 以前に釜戸財産区で枝打ちした枝葉を燃料用

として無償で地元住民が得ていたが,現 在は,調 査対象県行造林には全 くみられない。勿論,地 元住

民への林産物の特売も全 くみられない。

これまで,地 元住民の雇用面でも労賃所得面でも県行造林の果す役割は概して小 さいのをみた。し

か し主伐期に達 したところでは,比 較的多額の分収金が得られるのをみた。まだ主伐期に達していな

いところでもやがてその時期が くるのである。ところで,こ のような人工用材林の主伐収入を1回 限

りのものとせず継続的なものとするためには,政 策的なものであるため不確定な分収造林に期待 しな

いで,県 行造林分収金を一時的に費消せず再生産のために必要なだけは林野へ投入して自立的林業経

営を確立することが必要である。そのようにして循環的林業経営が実現すれば,前 にみたように県行
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区 会 計(単 位 は 円)

歳 出

繰 出 金 繰 越

予 備 費 歳 出 計

計 主 な る 項 目 計

消 防 団助 成260,000

橋 梁 工 事費119,000
87・343林 業 セ ンタ _負 担 金10 ,000700・0000787,3432・143・520

道 路 負 担金220,000

1

中学膿 設負齢2,。 。。,。。。!
496,3032,191,000012,687,3032,152,032

道 路 負担 金191,0001

11

水 路工 事 費1,203,000

1,375,309道 路 負担 金493,0001,796,00003,357,8652,639,811

渡 橋式 補 助100,000

造林政策の主目標とされる造林推進一資源化の本来的効果一 初発育林投資にて二次林を形成すれば

三次林以降は自動的に造成されるという効果一 が見出しうるわけである。

いま,第5表 の山之口財産区会計の歳出面をみると,そ の多 くが地元公共費として使用されており,

林業再生産のための支出は生産基盤造成としての林道関係事業費が或る程度みられるが,育 林生産事

業費はみられず,結 局,県 行造林の形態をとる初発育林投資による地元住民の自立的林業経営の確立

はむつかしい現状にあるといえる(注)。

(注)県 行造林地の外にも低質広葉樹林の財産区有地が155ha放 置されている。

また,第6表 で現在の県行造林満了後の再契約についての山之口財産区代表者の意向をみると,再

契約を希望 している。その理由として,義 務労働が通用 しなくなり労働力を調達できない。さらに当

該林地は部落より若干遠いので県行造林による分収が有利であると述べている。すなわち,一 方では

地元住民に有利な分収率の分収造林の存続に期待 しなが ら賦役勇働形態の崩れと立地条件の若干の劣

悪さを理由に単なる土地所有者として存続するのを希望 しているのである。そこには林業生産を担当

しよ うという積極的な姿勢はみ られない。これは,既 にみたように,再 生産の資金となるべき分収金

が地元公共費として多 く使われていること,地 元に有利な分収率の分収造林が存在することおよび労

働力の不足などが原因となつていると思われる。ここに問題がある。

山之口財産区以外の地元代表者か らの契約満了後の再契約についての意向を第6表 でみると,分 収

率が地元にとって比較的不利なところでは自立経営を確立 したいと述べた者もいるが,部 落有林野の

場合は,山 之口財産区とほぼ同様な理由からそれの確立はむつかしいと思われる(の)。

4地 元 部 落有林 野 お よび地元 部落 機 構 に及 ぼす県行 造林 の影 響

県行造林が設定されている部落において,県 行造林が育林過程から伐採過程へ進行する各段階で,
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第6表 現在 の県行造林契約満了後の再契約 につ いて

騨脚 擁 驚 難lllそ の一
1・ 雰麟 雛 縁 島 、。

部落 より遠い ところは手が とどかないの
20で 再契約を したい。近 いところは 自力 で

経営 したい。

30分 収率が地元 に有利であ る。

4

自力経営 の場合,資 金 と労働力が充分 あ
50る か 自信 はない。現行分収率 による収益

よ り多い収益を めざしたい。

60上 と同 じ

70騨 券麺 塁続 躇柔1」讐 畿 汐遠

80上 と同 じ

自力経営の場合,労 働力 と資金には 自信
90な いが,そ れが充分 あれ ば是非 自力で経

営 して,収 益を今 よ りも得 たい。

(注)1.県 行造林設定 の土地所有者の代表からの聴取 り

2.No.4は 聴取れ なか った もの

県行造林以外の地元部落有林野はそれからどのような影響を受け,そ の 過程で地元部落機構はいかな

る変化を示すかをみてみよう。

ここでは,県 行造林が設定後10年 を経過して保育段階にある宮川町西忍,県 行造林が設定後31年 を

経過して保育段階の後期にある瑞浪市釜戸および県行造林が設定後56年 を経過して主伐期にある萩原

町山之口の,県 行造林以外の部落有林野の差異と部落機構の差異を現時点でみてみよう。

まず,労 働形態の視角から県行造林以外の部落有林野の差異をみてみよう。

西忍では,無 償の義務労働がみられる。釜戸では植栽と夏季の下刈作業が有償の義務労働で冬期の

下刈作業が無償の義務労働となっている。また山之口では雇用労働が主であり一部に無償の義務労働

がみ られる。

労働形態は,経 済立地条件によって大きく影響されることは勿論である。西忍と山之口はともに飛

騨地方にあり脊梁山脈の走る山間のもっとも開発の遅れた地域でにかよった立地条件にある。また釜

戸は東濃地方にあり中京工業地帯により接近 しておりかつ陶業が発達 した平場地帯なので雇用機会は

多 く,比 較的良好な立地条件にある。ところで,上 記3個 所の労働形態をみると立地条件の良 し悪 し

にかかわらず,県 行造林設定の早いところ程賦役的性格が弱まり雇用蛍働形態が強 くあらわれてきて

いる。したがって,県 行造林による雇用労働形態の地元への徐々なる滲透がその要因ではないかと考

える。すなわち,県 行造林の雇用労働形態一賃銀支払形態が,自 己労働力の評価という意識をもたら

す ことにより,部 落有林野への賦役形態を崩 してきたと考えるのである。ところで,こ れまで無償の

義務労働ない しはそれに近い形態の労働に依存 してきた部落直営林野は,そ れへの依存が困難になっ

て くればその管理形態に何等かの変化がみられないだろうか。いまそれをみてみよう。
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県行造林設定後の変化として釜戸では,県 行造林地以外に926haの 貸付地や分収林が漸次現出し,

これは部落有林野面積の69°oを 占めている。 県行造林設定後に山之口にも県行造林以外に419haの

分収林がみられ,こ れは部落有林野面積の60%を 占めている。西忍にはこのような変化はみられない。

以上の変化は部落有林野面積が広 くて県行造林設定を機会に林野のより高度な利用をはかろうとした

ことにもよろうが,一 方では,義 務労働形態が崩れてきたことによる労働力調達の困難性が部落直営

形態を分収形態や貸付形態に変化させたものと考えられる。

次に,地 元部落機構が県行造林から受ける変化を部落への加入 ・脱退条件の視点か らみてみょう。

部落への加入 ・脱退条件をみると,西 忍では,移 入者または分家は加入金を必要とせず部落に住む

ことで部落財産の権利者として加入を認められ,脱 退のときは権利を放棄する。釜戸の場合は,部 落

財産の権利者としての新 しい加入者は全 く認めず,脱 退のときは権利を放棄する。山之口では,1権

利者当り100の 株を持 っており株の売買は原則として認めていなかったが,加 入 ・脱退者のために色

々と不都合 も起 こるので,脱 退者の株の売買を認める方向に目下規約改正が検討 されその方向へ決ま

りそうである。ところで,先 述 したように,西 忍では県行造林設定後10を 経過 してこれまで県行造林

分収金は全 くみられず,釜 戸では31年経過して間伐分収金1回 と特別皆伐分収金1回 がみ られ,そ し

て山之口では56年 経過 して昭和37年 から毎年200～360万 円の間の主伐分収金がみ られる。 この県行造

林の森林資産の大きさおよび分収金の有無とその大きさを部落への加入 ・脱退条件と関連 させて考察

すれば,県 行造林が伐採期に近いところ 森林資産が 大きいか 既に分収金が 実現 しているところ

一 ほど部落財産に対する権利者の持分意識は強くな り土地所有者的性格を帯びて くるため,上 記の

ような加入 ・脱退条件の変化がみ られ ると考える。すなわち,部 落機構は県行造林が伐採期に近 くな

るほど村落共同体的性格が うすれ次第に近代的な土地所有者集団的姓格を帯びて くるといえよう。
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Résumé

   A series of researches were made, in the winter of 1956, on the actual conditions of nine 

cases of the afforestation through prefectural officers in Gifu prefecture, for the purpose of 

studying its economic effect on local inhabitants. 

   The findings are as  follows  : 

   1. The afforestation through prefectural officers gives employment to an extremely 

limited part of local inhabitants, who are taken in to its work system. 

   2. The afforestation through prefectural officers gives wage income to an equally limited 

minority of local inhabitants. 

   3. Sharing profits from the afforestation through prefectural officers are mainly appro-

priated to the local public expenses and benefit individuals indirectly. 

   4. Local inhabitants are expecting the renewal of the contract of the afforestation through 

prefectural officers at the coming expiration of the present one, because the existing condit-

ions — matters connected with local public expense, with profitable sharing afforestation to 

 local-inhabitants and with labour — make it difficult to establish selfsupporting forest man-

agement of a forest land for community by themselves, even through preceding investments
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are made through the form of afforestation throught prefectural officers. This is a most 

critical point. 

   5. The prevalence of employment labour due to the afforestation through prefectural 

officers rather prevents, by displacing compulsory one, the establishment of direct mana . 

gement of a forest land for community by local inhabitants, making indirect one more 

acceptable. 

   6. The afforestation through prefectural officers makes local inhabitants more positive 

in asserting their right to the newly increased forest assets. Consequently, communities 

tend to be more moderm in this respect.


